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一
般
勘
定

積立金取り崩し等により、   一般保険料率を維持 
　2月21日に開催された第135回組合会で、当健保組合の令和5年度予算と事業計画が　　　可決・承認されました。このページでは、そのあらましをご紹介します。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
か
ら
３
年
が
経
過
し
、

「
２
類
相
当
」
か
ら
「
５
類
」
に
移
行
す
る
方
針
が
示
さ
れ
る
な

ど
、
日
常
の
回
復
に
向
け
た
動
き
が
進
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
や
円
安
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
の

影
響
な
ど
、
景
気
の
先
行
き
は
依
然
と
し
て
不
透
明
で
す
。
健

保
財
政
は
引
き
続
き
厳
し
い
見
通
し
を
前
提
と
し
て
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
２
０
２
５
年
に
か
け
て
は
団
塊
の
世
代
約
８
０
０
万

人
が
後
期
高
齢
者
へ
と
移
行
す
る
こ
と
で
、
高
齢
者
医
療
へ
の

納
付
金
の
増
加
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
で
は
高
齢
者
に
も

一
定
の
負
担
を
求
め
る
制
度
改
革
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

現
役
世
代
、
特
に
健
保
組
合
を
取
り
巻
く
環
境
は
極
め
て
厳
し

い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
現
役
世
代
の
さ
ら
な
る
負
担

軽
減
に
つ
な
が
る
改
革
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
は
、
予
算
の
基
礎
と
な
る
標
準
報
酬
等
が
前
年

度
と
ほ
ぼ
同
額
、
収
入
の
柱
と
な
る
保
険
料
に
つ
い
て
も
若
干

の
増
加
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。
一
方
、
支
出
で
は
納
付
金
は

ほ
ぼ
同
額
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
が
、
医
療
費
は
前
年
度
に
続
い

て
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　
当
健
保
組
合
は
平
成
29
年
度
か
ら
一
般
保
険
料
率
98
‰
を
維

持
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
も
積
立
金
を
取
り
崩
し
繰

り
入
れ
る
こ
と
で
、
引
き
続
き
料
率
を
維
持
す
る
こ
と
と
い
た

し
ま
し
た
。

　
令
和
５
年
度
も
各
種
事
業
の
効
率
化
に
努
め
、
医
療
費
適
正

化
の
た
め
被
扶
養
者
の
資
格
確
認
や
医
療
機
関
等
か
ら
の
請
求

の
チ
ェ
ッ
ク
強
化
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進
な
ど

を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。
み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

適
正
受
診
、
健
康
づ
く
り
等
、
医
療
費
の
節
減
に
ご
協
力
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

●
予
算
規
模
と
経
常
収
支

　
当
健
保
組
合
の
令
和
５
年
度
予
算
は
、
総
額
95
億
８
、
９
５
５

万
円
、被
保
険
者
１
人
当
た
り
53
万
２
、７
５
３
円
の
規
模
と
な
り

ま
し
た
。
実
質
的
な
収
支
で
あ
る
経
常
収
支
で
は
５
億
６
、９
５
８

万
円
の
赤
字
と
な
る
見
込
み
で
す
。

●
主
な
費
目

　
令
和
５
年
度
は
、保
険
料
と
し
て
前
年
度
予
算
比
で
５
、０
２
４

万
円
の
増
の
87
億
６
、
０
６
９
万
円
（
被
保
険
者
１
人
当
た
り
48

万
６
、７
０
５
円
）
を
見
込
み
ま
し
た
。

　
支
出
で
は
、
医
療
費
等
の
保
険
給
付
費
が
、
51
億
９
、
２
５
３

万
円
（
前
年
度
予
算
比
２
・
９
％
増
）、
前
期
高
齢
者
納
付
金
・

後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
納
付
金
は
36
億
４
、
４
５
８
万
円
（
同

０
・
３
％
増
）
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
保
険
給
付
費
と
納
付
金
で
、

保
険
料
収
入
を
上
回
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　
支
出
に
対
し
収
入
が
不
足
し
て
お
り
ま
す
が
、繰
越
金
１
億
円
、

別
途
積
立
金
５
億
円
等
の
補
て
ん
に
よ
り
、
収
支
の
均
衡
を
図
る

こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

●
健
康
づ
く
り
事
業

　
平
成
30
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
第
２
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

に
基
づ
き
、
効
率
的
に
保
健
事
業
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。
特

定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
を
含
む
各
種
健
診
や
健
康
増
進
、
保
養

の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
保
健
事
業
費
に
は
、
３
億
２
、
９
３
９
万

円
（
被
保
険
者
１
人
当
た
り
１
万
８
、
３
０
０
円
）
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

★�

こ
の
ほ
か
収
支
の
詳
細
は
、
グ
ラ
フ
（
令
和
５
年
度
予
算
の
あ
ら
ま
し
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※（　）内は被保険者1人当たり額予算のあらまし

令和5年度
予算と事業計画が
まとまりました

健
保
組
合
を
取
り
巻
く
情
勢

医
療
費
、
納
付
金
が
増
加

令
和
５
年
度
一
般
勘
定
予
算
の
あ
ら
ま
し

一般勘定一般勘定 令和 5 年度 

【経常収入】
87億7,319万3千円
（48万7,400円）

収入
【経常支出】

93億4,278万2千円
（51万9,043円）

●被保険者数………………………… 18,000人（± 0人）
　　男………………………………… 13,792人（− 3人）
　　女…………………………………… 4,208人（＋ 3人）
●平均標準報酬月額………… 351,000円（＋ 1,000円）
●平均標準賞与年額…………850,000円（＋ 20,000円）
●保険料率（一般）� ……………………… 1000分の 98.0

※事業主・被保険者とも 1000分の 49.0ずつ負担。
 ・ 特定保険料率 1000分の 40.245、調整保険料 1000分の

1.260を含む。
 ・ 特定保険料率とは、一般保険料率のうち高齢者医療への納付金

にあてられる分を料率換算したもの。

95億8,955万4千円
（53万 2,753円）予算総額

支出
●保険料
　87億6,069万5千円 
　（48万6,705円）
　➡ 事業主・被保険者から納めていただ

いています。

●国庫補助金・財政調整事業交付金
　１億100万5千円 （5,611円）
　➡ 財政調整事業交付金は、一定額を超える

高額医療費に健保連から交付されます。

●雑収入
　877万9千円 （488円）

●繰越金
　1億円 （5,556円）

●繰入金
　5億100万円 （2万7,833円）

●国庫負担金収入・他
　372万1千円 （207円）

●調整保険料
　1億1,435万4千円
　（6,353円）
　➡ 健保組合の共同事業（一定

額を超える高額医療費の
交付金等）の財源に。

●事務費
　1億4,911万5千円
　 （8,284円）
　➡ 組合の運営経費、理事会・

組合会の費用など。

●保険給付費
　51億9,253万4千円（28万8,474円）
　・法定給付費  51億9,219万4千円 （28万8,455円）
　・付加給付費  34万円 （19円）
　➡ 被保険者・被扶養者の医療費等にあてられます。

●予備費
　1億3,039万7千円 
　（7,244円）

●その他
　2,917万2千円
　（1,621円）●財政調整事業拠出金

　1億1,435万4千円
　（6,353円）

●納付金
　36億4,458万9千円 （20万2,477円）
　➡ 高齢者医療を支えるために現役世代の健保

組合等に納付が義務づけられた費用など。

●保健事業費
　3億2,939万3千円 （1万8,300円）
　➡ みなさまの健康づくりのための費用。
　　４ページでご案内する各種事業を実施します。

予算の基礎となった数値
※（　）内は前年度予算比
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収 入 支 出

※（　）内は前年度予算比

●介護保険第2号被保険者数� ………………………… 13,890人（− 38人）
●介護納付金の１人当たり概算額……………………84,733円（＋ 2,785円）
●介護保険第2号被保険者たる被保険者数�……………10,700人（＋ 200人）
●平均標準報酬月額………………………………… 387,000円（＋ 2,000円）
●平均標準賞与年額……………………………… 930,000円（＋ 20,000円）
●介護保険料率

介護納付金は、従来は、加入者数に応じて負担する「加入者割」で算出されていましたが、
平成29年8月から、報酬水準に応じて負担する「総報酬割」が導入されました。令
和2年度からは全面総報酬割となり、報酬水準が高めの健保組合では介護納付金の負
担が増えています。

介護納付金の算出に総報酬割が導入されています

※事業主・被保険者ともに1000分の 9.0 ずつ負担

令和5年3月分から
1000分の18.0

令和5年2月分まで
1000分の17.0

予算の基礎となった数値

介 護 保 険 収 入
繰 入 金
雑 収 入
合　　　　 計

介 護 納 付 金
介護保険料還付金
予 備 費
合　　　　 計

科　　目

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度
総報酬割の比率 1/2 3/4 全面

科　　目
1,073,552
35,000

5
1,108,557

1,104,774
10

3,773
1,108,557

予算額（千円） 予算額（千円）

令和 5 年度  収入支出予算概要表

介護勘定

令和 5 年３月分～令和 6 年２月分

合計保険料額
標準報酬

報酬月額 合 計 ③
（①＋②）

被保険者
事 業 主

被保険者
事 業 主

被保険者
事 業 主

等級 月 額

健康保険料月額

40.245/1000

   （再掲）
特定保険料

合  計
116.0/100058.0/1000

合 計 ①

49.0/1000 98.0/1000

介護保険料月額

合 計 ②

9.0/1000 18.0/1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

58,000
68,000
78,000
88,000
98,000

104,000
110,000
118,000
126,000
134,000
142,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
410,000
440,000
470,000
500,000
530,000
560,000
590,000
620,000
650,000
680,000
710,000
750,000
790,000
830,000
880,000
930,000
980,000

1,030,000
1,090,000
1,150,000
1,210,000
1,270,000
1,330,000
1,390,000

円  円  
2,842
3,332
3,822
4,312
4,802
5,096
5,390
5,782
6,174
6,566
6,958
7,350
7,840
8,330
8,820
9,310
9,800

10,780
11,760
12,740
13,720
14,700
15,680
16,660
17,640
18,620
20,090
21,560
23,030
24,500
25,970
27,440
28,910
30,380
31,850
33,320
34,790
36,750
38,710
40,670
43,120
45,570
48,020
50,470
53,410
56,350
59,290
62,230
65,170
68,110

円  
5,684
6,664
7,644
8,624
9,604

10,192
10,780
11,564
12,348
13,132
13,916
14,700
15,680
16,660
17,640
18,620
19,600
21,560
23,520
25,480
27,440
29,400
31,360
33,320
35,280
37,240
40,180
43,120
46,060
49,000
51,940
54,880
57,820
60,760
63,700
66,640
69,580
73,500
77,420
81,340
86,240
91,140
96,040

100,940
106,820
112,700
118,580
124,460
130,340
136,220

円  
2,334
2,737
3,139
3,542
3,944
4,185
4,427
4,749
5,071
5,393
5,715
6,037
6,439
6,842
7,244
7,647
8,049
8,854
9,659

10,464
11,269
12,074
12,878
13,683
14,488
15,293
16,500
17,708
18,915
20,123
21,330
22,537
23,745
24,952
26,159
27,367
28,574
30,184
31,794
33,403
35,416
37,428
39,440
41,452
43,867
46,282
48,696
51,111
53,526
55,941

円  
522
612
702
792
882
936
990

1,062
1,134
1,206
1,278
1,350
1,440
1,530
1,620
1,710
1,800
1,980
2,160
2,340
2,520
2,700
2,880
3,060
3,240
3,420
3,690
3,960
4,230
4,500
4,770
5,040
5,310
5,580
5,850
6,120
6,390
6,750
7,110
7,470
7,920
8,370
8,820
9,270
9,810

10,350
10,890
11,430
11,970
12,510

円  
1,044
1,224
1,404
1,584
1,764
1,872
1,980
2,124
2,268
2,412
2,556
2,700
2,880
3,060
3,240
3,420
3,600
3,960
4,320
4,680
5,040
5,400
5,760
6,120
6,480
6,840
7,380
7,920
8,460
9,000
9,540

10,080
10,620
11,160
11,700
12,240
12,780
13,500
14,220
14,940
15,840
16,740
17,640
18,540
19,620
20,700
21,780
22,860
23,940
25,020

円  
3,364
3,944
4,524
5,104
5,684
6,032
6,380
6,844
7,308
7,772
8,236
8,700
9,280
9,860

10,440
11,020
11,600
12,760
13,920
15,080
16,240
17,400
18,560
19,720
20,880
22,040
23,780
25,520
27,260
29,000
30,740
32,480
34,220
35,960
37,700
39,440
41,180
43,500
45,820
48,140
51,040
53,940
56,840
59,740
63,220
66,700
70,180
73,660
77,140
80,620

円  
6,728
7,888
9,048

10,208
11,368
12,064
12,760
13,688
14,616
15,544
16,472
17,400
18,560
19,720
20,880
22,040
23,200
25,520
27,840
30,160
32,480
34,800
37,120
39,440
41,760
44,080
47,560
51,040
54,520
58,000
61,480
64,960
68,440
71,920
75,400
78,880
82,360
87,000
91,640
96,280

102,080
107,880
113,680
119,480
126,440
133,400
140,360
147,320
154,280
161,240

円以上           円未満
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

63,000
73,000
83,000
93,000

101,000
107,000
114,000
122,000
130,000
138,000
146,000
155,000
165,000
175,000
185,000
195,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
370,000
395,000
425,000
455,000
485,000
515,000
545,000
575,000
605,000
635,000
665,000
695,000
730,000
770,000
810,000
855,000
905,000
955,000

1,005,000
1,055,000
1,115,000
1,175,000
1,235,000
1,295,000
1,355,000

63,000
73,000
83,000
93,000

101,000
107,000
114,000
122,000
130,000
138,000
146,000
155,000
165,000
175,000
185,000
195,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
370,000
395,000
425,000
455,000
485,000
515,000
545,000
575,000
605,000
635,000
665,000
695,000
730,000
770,000
810,000
855,000
905,000
955,000

1,005,000
1,055,000
1,115,000
1,175,000
1,235,000
1,295,000
1,355,000 円以上

　1）令和5年3月1日からの健康保険料率は、昨年度と同率の1000分の 98.0となりました（特定保険料再掲は､高齢者医療に要する支援費用となります）
　2）介護保険料率は、1000 分の 18.0 となりました
　3）保険料月額………………………標準報酬月額 × 保険料率（事業主と被保険者が折半負担）
　4）賞与に係る保険料月額…………標 準 賞 与 額 × 保険料率（事業主と被保険者が折半負担）
　　　（注 1）標準賞与額 ……………賞与支給額の 1,000 円未満を切り捨てた額
　　　（注 2）標準賞与額の上限額 …毎年4月1日から翌年3月31日までの標準賞与額の累計額が 573 万円を超える場合は、573 万円を上限額とする

保
険
知
識
の
Ｐ
Ｒ

　
●

広
報
誌
『
健
保
だ
よ
り
』
の
発
行

　

  

（
6
月
・
9
月
・
1
月
・
3
月
）

　
●

ポ
ス
タ
ー
の
発
行
（
年
3
回
・
随
時
）

　
●

健
康
者
表
彰
（
6
月
）

　
●

医
療
費
の
お
知
ら
せ
（
２
月
）

　
●

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
通
知
（
随
時
）

　
●

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
情
報
提
供

　
●

赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
社
「
育
児
雑
誌
」
の
配
布
（
年
間
）

病
気
の
予
防
と
早
期
発
見

　
●

男
女
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
（
4
月
～
12
月
）

　
●

春
季
婦
人
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
（
4
月
～
8
月
）

　
●

人
間
ド
ッ
ク
（
4
月
～
12
月
）

　
●

脳
ド
ッ
ク
（
年
間
）

　
●

特
定
健
康
診
査
（
4
月
～
12
月
）

　
●

特
定
保
健
指
導
（
年
間
）

　
●

家
庭
用
救
急
薬
品
配
付
（
11
月
）

　
●

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
（
健
保
契
約
料
金
）（
10
月
～
1
月
）

　
●

健
診
受
診
勧
奨
通
知
お
よ
び
重
症
化
予
防
受
診
勧
奨
通
知
書
の
送
付
（
随
時
）

健
康
増
進

　
●

プ
ー
ル
施
設
利
用
補
助
（
7
月
～
9
月
）

　

●

健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
「
へ
る
す
ぴ
あ
」（
電
設
工
業
健
保
組
合
の
施
設
）

の
割
引
利
用
（
年
間
）

　
●

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
の
法
人
契
約
（
年
間
）

　
●

F
U
J
I
Y
A
M
A
倶
楽
部
の
優
待
利
用
（
年
間
）

心
と
体
の
保
養

　
●

契
約
保
養
施
設
（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
契
約
保
養
所
、
直
接
契
約
保
養
所
、
休
暇
村
）
の

利
用
補
助
（
年
間
）

　
●

共
同
利
用
保
養
所
の
利
用
（
年
間
）

　
●

リ
ゾ
ー
ト
ト
ラ
ス
ト
の
会
員
料
金
で
の
利
用
（
年
間
）

令
和
５
年
度
に
実
施
す
る

保
健
事
業

　
介
護
保
険
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
毎
年
、

国
よ
り
当
健
保
組
合
に
割
り
当
て
ら
れ
た
概

算
介
護
納
付
金
の
額
を
も
と
に
保
険
料
率
の

計
算
（
見
直
し
）
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　
令
和
５
年
度
の
当
健
保
組
合
の
概
算
介
護

納
付
金
は
11
億
４
７
７
万
４
千
円
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
そ
の
支
払
に
必
要
な
保
険
料
率

を
計
算
す
る
と
１
０
０
０
分
の
18
・
52
と
な

り
ま
す
が
、
準
備
金
を
収
入
に
補
て
ん
し
、

令
和
５
年
度
の
介
護
保
険
料
率
は
１
０
０
０

分
の
１
引
き
上
げ
１
０
０
０
分
の
18
・
０
と

し
ま
し
た
。
な
お
、
令
和
５
年
度
予
算
の
介

護
保
険
収
入
は
10
億
７
、３
５
５
万
２
千
円

（
介
護
保
険
第
２
号
被
保
険
者
た
る
被
保
険

者
１
人
当
た
り
10
万
３
３
２
円
）
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

保 険 料 額 表東京都金属プレス工業健康保険組合 一般勘定

介
護
勘
定

介護勘定
令
和
５
年
度

「
介
護
勘
定
予
算
」の
概
要

45



当健保組合の被保険者または被扶養者でなくなったときは、
資格喪失日・扶養削除日から当健保組合の保険証は使用できません。

妊娠4カ月以上（13週以上）の出産をいい、早産、死産、流産
なども含まれます。なお、帝王切開分娩など、医師による治療
行為が発生する場合は健康保険が適用されます。

現役世代の負担を軽減するため、令和6年度から後期高
齢者医療制度が出産育児一時金の3.5％を負担すること
になります（令和5年度は国庫補助で対応）。

医療機関と代理契約合意文書を交わす「直接支払制度」の利用が
一般的です。健保組合が医療機関に出産育児一時金を直接支払い
ますので、申請の必要はありません。

４月４月から、から、出産育児一時金出産育児一時金がが
引き上げられます引き上げられます

42万円 50万円

～令和５年３月 令和５年４月～
１児につき １児につき

※被保険者と被扶養者、いずれの出産の場合も支給されます。

　健保組合は、出産育児一時金を支給しています。令和５年度から、政府の少子化対策

強化の一環として出産育児一時金が42万円から50万円に引き上げられます。

　出産育児一時金50万円のうち、1.2万円は産科医療補償制度（出産に関連して重度脳性麻痺と
なった場合に補償金を支給する制度）の掛金です。このため、直接支払制度で出産費用が48.8万
円を下回った場合は差額を受け取れます。この場合は健保組合に申請してください。

出産育児一時金の対象になる出産とは？

出産育児一時金の引き上げ財源は？

出産育児一時金の受け取り方法は？

Q

Q

Q

A

A

A
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被保険者

被扶養者

当健保組合の被保険者または被扶養者でなくなったときは、
資格喪失日・扶養削除日から当健保組合の保険証は使用できません。

無資格の
被保険者・被扶養者

医療機関等 東京都金属プレス工業
健康保険組合

加入資格を失った
保険証を提示し
3割（2割）で
無資格受診

❶

医療費の7割（8割）を請求❷

無資格受診分を立替払い❸

無資格受診として
立替払いをした
医療費を返還請求

❹

返還請求までの流れ

　当健保組合の加入資格を失った後、当健保
組合の保険証を使って病院にかかった場合は、
当健保組合が負担した医療費を返還していた
だき、その後、あらためて新しい健保組合等
へご請求いただくことになります。当健保組
合と新しく加入した健保組合等にそれぞれ手
続きが必要になりますので、加入資格を確認
したうえで保険証を使うようにしてください。

当健保組合が負担した医療費を
返還していただくことになります

保険証保険証をを返却返却してくださいしてください

●退職したとき　●被扶養者でなくなったとき
　　　　  届出が必要です‼

●��保険証が使用できるのは退職日までで、翌日からは使用できません。扶養する家族も
同時に資格を失うことになりますので、ご自分と扶養する家族の保険証を、５日以内
に退職した会社に返却してください。

会社を退職したとき

●��被扶養者の年収が130�万円※（原則として月額が108,334円）以上見込まれることになっ
た、または被保険者の収入の1/2以上になった。

　※ �60�歳以上または障害がある場合は年収180�万円以上（老齢年金、障害年金、遺族年金等を含む）。

●��共働き夫婦が子どもを共同で扶養する場合、被扶養者を扶養する被保険者の収入が配偶
者より少なくなった（原則として年間収入が多いほうの被扶養者になる）。

収入額が変わったとき

別居した・仕送り額を
変更したとき

失業給付金を受給した
とき

就職・他の健保組合に
加入したとき

●��被扶養者が基本手当日額 3,612 円（60 歳以上は 5,000 円）以上の雇用保険の失業
給付金を受給するようになった。

●��任意継続の期間は2年ですが、途中で別の健保組合に加入
したり、75歳になって後期高齢者医療制度に加入する場
合など、任意継続被保険者でなくなったときは、保険証を
返却してください。

任意継続被保険者で
なくなったとき

●��被扶養者となるために同居が条件となる親族※が、被保険者と別居した。
（進学等により別居となったときは、仕送り額と被扶養者の収入額を必ず確認してください。）
※�被保険者の配偶者・子・孫・父母・祖父母・曽祖父母・兄弟姉妹以外の親族（三親等内）は同居でな
ければ被扶養者として認定されません。

●��別居している被扶養者への仕送りをやめたときや仕送り額が被扶養者の収入を下回った。

●��被扶養者が就職し、就職先の健康保険の被保険者になった。
●��短時間で働く被扶養者が、パート先で被保険者になった。

必ず

もし
誤って使用した
場合は…
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　「
何
を
食
べ
る
か
」、つ
ま
り「
ど
ん
な
食
べ
物
を
選
ぶ
か
」が
体
は
も
ち
ろ
ん
、心
の
健
康
も
左
右
し
ま
す
。

ま
た
、
健
康
に
配
慮
し
て
食
べ
物
を
選
べ
る
か
ど
う
か
が
、
将
来
の
健
康
に
影
響
し
ま
す
。

　
環
境
に
配
慮
し
て
食
べ
物
を
選
ぶ
こ
と
も
大
切
。
地
産
の
も
の
を
選
ん
だ
り
、
食
べ
る
分
だ
け
買
う
こ

と
な
ど
が
地
球
温
暖
化
や
食
品
ロ
ス
の
解
決
に
寄
与
し
、
食
の
未
来
を
守
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
家
族
で
お
い
し
く
楽
し
く
食
べ
る
こ
と
に
加
え
て
、
健
康
や
環
境
に
配
慮
し
て
食
べ
物
を
選
ぶ
こ
と
を

意
識
し
ま
し
ょ
う
。

●�「
〇
〇
は
体
に
悪
い
」と
い
っ
た
食
の
リ
ス
ク
に
関
す
る
情
報
は

根
拠
が
な
い
も
の
も
あ
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
や
農
林
水
産
省

な
ど
の
信
頼
で
き
る
情
報
を
も
と
に
適
切
に
判
断
す
る
。
ま
た
、

日
本
の
食
品
添
加
物
や
化
学
調
味
料
、
農
薬
な
ど
の
安
全
基
準

は
厳
し
く
、
こ
れ
ら
を
厳
密
に
排
除
す
る
利
点
は
少
な
い
。

●�

健
康
に
よ
い
と
さ
れ
る
食
べ
物
で
も
、
そ
れ
ば
か
り
食
べ
て
い

る
と
栄
養
が
偏
っ
た
り
、
健
康
に
悪
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
た
め
、い
ろ
い
ろ
な
食
べ
物
を
と
る
。
そ
の
ほ
う
が
、

子
ど
も
も
飽
き
る
こ
と
な
く
必
要
な
栄
養
素
が
と
れ
る
。

●�

食
事
は
毎
日
の
こ
と
な
の
で
、
食
べ
物
を
選
ぶ
と
き
は
価
格
や

調
理
し
や
す
い
な
ど
の
簡
便
性
、
好
み
な
ど
も
重
要
な
要
素
。

こ
れ
ら
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、
ム
リ
の
な
い
範
囲
で
健

康
や
環
境
に
配
慮
し
て
食
べ
物
を
選
ぶ
。

季
節
や
地
域
の
食
べ
物
を
知
り
、

味
わ
う
体
験
を
す
る

　
旬
の
食
べ
物
は
お
い
し
く
て
安
い
だ
け
で
な
く
栄

養
価
が
高
い
。
ま
た
、
近
隣
で
と
れ
た
食
べ
物
は
、

遠
隔
地
か
ら
の
輸
送
時
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
も
軽
減
で

き
る
。
つ
ま
り
、
旬
や
地
産
の
食
べ
物
を
選
ぶ
こ
と

は
健
康
と
環
境
に
配
慮
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

●�

旬
の
食
べ
物
が
手
に
入
る
直
売
所
や
市
場
に
行

き
、
購
入
し
て
食
べ
る
。

●�

観
光
農
園
に
行
っ
て
、
旬
の
食
べ
物
を
収
穫
し
、

食
べ
る
。

●�

魚
釣
り
を
し
て
、
と
れ
た
て
の
旬
の
魚
を
食
べ
る
。

●�

自
分
で
野
菜
を
育
て
て
食
べ
る
。

食
品
表
示
の
見
方
を
知
り
、

選
ぶ
力
を
つ
け
る

　
食
品
表
示
を
見
て
、
そ
の
食
べ
物
が
ど
こ
で
、
ど

の
よ
う
に
作
ら
れ
た
の
か
を
知
っ
た
う
え
で
選
ぶ
こ

と
が
、
健
康
に
害
の
な
い
安
全
な
食
べ
物
を
選
ぶ
こ

と
に
つ
な
が
る
。
例
え
ば
、
お
菓
子
な
ど
の
加
工
食

品
に
使
わ
れ
て
い
る
食
品
添
加
物
は
心
配
し
す
ぎ
る

必
要
は
な
い
が
、
ど
れ
く
ら
い
使
わ
れ
て
い
る
か
意

識
し
て
選
ぶ
こ
と
を
習
慣
づ
け
る
。

●��

原
材
料
名
の「
／
」
以
降
は
添
加
物
で
、
原
材
料

と
添
加
物
は
使
用
量
が
多
い
順
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。（
〇
〇
を
含
む
）は
ア
レ
ル
ギ
ー
表
示
。

●��

遺
伝
子
組
み
換
え
農
産
物
を
使
用
し
て
い
る
場
合

は
表
示
が
あ
る
。

●��

賞
味
期
限
や
保
存
方
法
、
製
造
者
が
わ
か
る
。

●�

栄
養
成
分
表
示
の
情
報
は
、
健
康
管
理
に
役
立
つ
。

食
べ
き
る
こ
と
や
買
い
す
ぎ
な
い

こ
と
を
習
慣
づ
け
る

　
世
界
で
は
約
８
億
人
が
飢
餓
や
栄
養
不
足
で
苦
し

ん
で
い
る
一
方
、
世
界
で
は
年
間
13
億
ト
ン
も
の
食

品
ロ
ス
を
出
し
て
い
る
。
食
品
ロ
ス
は
も
っ
た
い
な

い
だ
け
で
な
く
、
地
球
温
暖
化
や
将
来
的
な
人
口
増

加
に
よ
る
食
料
危
機
に
つ
な
が
る
。
食
べ
物
を「
食

べ
き
る
」「
買
い
す
ぎ
な
い
」な
ど
食
品
ロ
ス
を
減
ら

す
よ
う
努
め
て
取
り
組
む
。

●��

食
べ
ら
れ
る
量
だ
け
お
皿
に
盛
り
つ
け
た
り
お
店

で
注
文
し
て
、
食
べ
き
る
。

●�

賞
味
期
限
と
消
費
期
限
を
正
し
く
理
解
し
、
期
限

が
切
れ
る
前
に
食
べ
き
る
。

●�

賞
味
期
限
：
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
期
限
。
期

限
が
過
ぎ
て
も
食
べ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

●�

消
費
期
限
：
期
限
を
過
ぎ
た
ら
食
べ
な
い
ほ
う

が
よ
い
期
限
。

●�

買
い
物
に
行
く
前
に
家
に
あ
る
食
材
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
必
要
な
分
だ
け
買
う
。

●�

す
ぐ
に
食
べ
る
と
き
は
、
陳
列
棚
の
手
前
の
消
費

期
限
が
近
い
も
の
か
ら
買
う
。

ど
う
し
て

健
康
と
環
境
に

配
慮
す
る
の
？

信
頼
で
き
る
情
報
を
も
と
に
判
断
す
る

偏
り
な
く
い
ろ
い
ろ
な
食
べ
物
を
と
る

が
ん
ば
り
す
ぎ
な
い

食べ物は健康と環境  に配慮して選ぼう

健康と環境に配慮して
食べ物を選ぼう

「食べること」＝「生きること」です。　毎日の食事を何気なく       食べて終えるのではなく、家族みんなで食事を通して楽しく生きる力を養いましょう。

暮らしや遊びのなかで食を楽しみながら、
親子で健康と環境に配慮する意識を育んで
いきましょう。

適切な情報を選ぶ力が、
食べ物を適切に選ぶ力
につながる

成長期の子どもは食べ
物の質以上に、栄養を
とることが大事

ファストフードも
たまにはOK

まとめ買いも食べきる
ならOK

スナック菓子
小麦粉（国内製造）、植物油脂、砂糖、しょ
うゆ（大豆・小麦を含む）／膨張剤、調味
料（アミノ酸等）
50ｇ
20XX.12.31
直射日光、高温を避けて保存
〇〇〇食品株式会社

名 称
原材料名

内 容 量
賞味期限
保存方法
製 造 者

エネルギー
たんぱく質
脂 質

200kcal
1.5ｇ

15.5ｇ

炭 水 化 物 
食塩相当量

24.0ｇ
0.9g

栄養成分表示 1 袋（50g 当たり）

加工食品の食品表示例
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※�生鮮食品の食品表示は、名称と原産地が表示され
ている。

食育で健康家族
監修 ● 管理栄養士　德田 泰子

健康と環境に配慮する際の心がけ

なるほど 得なるほど 納
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スマホが脳を疲弊させる！？
スマホの使いすぎで
脳が疲労すると…

スマホスマホのの使使いいすすぎぎ
スマホは今や生活に欠かせません。しかし、スマホの使いすぎは脳の疲労をまねき、
パフォーマンスの低下や不調を引き起こします。

　スマホを見ていると、文字や映像などの情報が
大量に飛び込んでくるため、脳は情報処理に追わ
れます。それが毎日、長時間つづくと脳はヘトヘ
トに疲れて機能が低下します。
　とくに機能が低下しやすいのは、脳の前頭前野
という部位。ここは「考える」「記憶する」「感情
をコントロールする」などの重要な働きを担って
います。スマホの使いすぎでこうした働きが衰え
ると、記憶力の低下やイライラの爆発などが引き
起こされます。子どもは学力が低下するという報
告もあります。
　また、前頭前野の機能が低下すると自律神経も
乱れ、体の不調などが生じやすくなります。

目的とルールに沿って
スマホを使う

スマホを使いながら別のことをしない

スマホを見ないでボーッとする時間をもつ

目的をもってスマホを使う。
また、使い方や使う時間に
関するルールを決める。

スマホを見る・見ないの切り替えをきちんと行い、メリハリをもって使うことが大切です。
また、脳に負担をかけない行動をとることや、脳を休ませる時間をもつことを心がけましょう。

脳は複数のことを同時に行うのが苦手。スマホを使いながら
テレビをみたり、家事をしたりすると、スマホだけを使うよ
り脳に負担がかかり、脳の疲労が加速する。

何も考えずボーッとしているとき、脳の回復が促される。自然の景色
や音を見聞きしながら行うと、より効果的。洗い物などの単純作業や
睡眠も脳の回復につながる。

●検索やアプリの使用は、目的を果たしたらそこでやめる。
●動画やゲームは、1回10分など時間を決める。
●�だらだらと見てしまうアプリは、トップ画面から見えない
場所に移動するか、削除する。
●メールやアプリからの通知をオフにする。
●ベッドにスマホを持ち込まない。

記憶力の
低下

判断力の
低下

イライラの
爆発

集中力の
低下

発想力の
低下

意欲の
低下

慢性的な疲れや頭痛、
不眠などの身体症状

スマホはメリハリをもって使おう

スマホの使いすぎを防ぐルール（例）
用が済ん

だら

スマホは
おしまい

ちょっと待って！　　 その生活習慣
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Informationインフォメーション

け ん ぽ

事業所の削除
削除事業所

健康者表彰　
＜１年間保険証を使わなかった方を表彰し、今年も記念品を贈呈します＞

★ご不明な点は健保組合総務課までお問い合わせください。 ☎ 03（3634）5151

今年も健康者表彰を実施します

【対象者】	 当健保組合の被保険者で、下記の対象期間中に被保険者資格を有し、保険診療を受けなかった方。
　　	 ※確認審査の段階で資格を喪失されている方は除きます。
　　	 ※被扶養者（家族）が受診されても被保険者（本人）の受診がなければ該当します。

【対象期間】	 令和４年１月１日〜12月31日までの１年間
【申込方法】	 事業所の担当者に申し出て、事業所経由で健康保険組合へ報告書をご提出ください。

「記念品一覧」を令和５年５月初旬にお送りする予定ですので、その中からお選びください。
記念品は６月中旬に事業所単位で発送します。

記念品の発送

事業主並びに被保険者の皆様へ

三菱UFJ銀行窓口における健康保険料等の振込人払い手数料変更について

【日　 時】	令和5年2月21日（火）	午後4時00分
【場　 所】	金属プレス会館　6階大会議室
【議決事項】	第1号議案：令和5年度事業計画について
	 第2号議案：	令和5年度収入支出予算について
	 第3号議案：	重要財産の処分について

令和4年 11月 21日	 ●株式会社　進藤製作所�
 　板橋区相生町14－1－1102

【日　 時】	令和5年2月7日（火）	午後3時30分
【場　 所】	金属プレス会館　5階役員会議室
【議決事項】	第1号議案：組合規約第4条別表の一部改正
	 第2号議案：第135回組合会の招集及び組合会に提出する議案について

第392回 理事会

第135回 組合会

　令和5年6月より、三菱UFJ銀行窓口における健康保険料等の振込人払い手数料が有料となります。詳細に
つきましては、改めてご案内させていただきます。事業主並びに被保険者の皆様におかれましては、振込手数料
をご負担いただくことに変更となりますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、口座振替手
数料に関しては、今まで通り当健康保険組合負担の為、変更はありません。
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